
Ｂ型・Ｃ型ウイルスが原因の
肝がん・重度肝硬変医療費助成のご案内

問合せ・申請先 神奈川県健康医療局保健医療部がん・疾病対策課
疾病対策グループ 肝疾患担当
〒231-8588 横浜市中区日本大通１
電話 045-210-4795

Ｂ型・Ｃ型肝炎ウイルスが原因の肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業で入院又は
通院された場合には、助成が受けられます。

医療費助成の条件

① 肝がん・重度肝硬変で入院又は通院※

Ｂ型・Ｃ型肝炎ウイルスが原因の肝がん・重度肝硬変と診断され、入院治療又は通院治療を受け
ており、年収約370万円以下であること等が条件となります。

※ 通院は「分子標的薬を用いた化学療法」、「肝動注化学療法」及び「粒子線治療」に係る医療費が対象です。

② 一定額以上を窓口で負担
入院又は通院による医療費の自己負担額が高額療養費の基準額を超える必要があります。

③ 参加者証の取得
上記①及び②を満たした月が、当該月を含む直近24月で１月となった場合、指定医療機関に
「臨床調査個人票」に記載してもらい、「医療記録票」のコピー等を用意し、県がん・疾病対
策課に参加者証の申請を行ってください。有効期間開始日は県が申請を受理した月以降の初日
となります。

④ 医療費の助成
上記①〜③を満たし、助成開始前の24か月以内に対象医療での高額療養費の基準額を超える

月が１月以上ある場合、２月目以降から医療費の助成を受けることができます。

医療費の助成方法について

後日払戻し（償還払い）で自己負担額が１万円となります。
窓口では一部負担金（３割等の金額）を支払い、後日、助成額の償還請求を
神奈川県がん・疾病対策課へ行ってください。
※ 通院の場合は、医療費をいったんご自身でご負担いただくことになりま
すのでご注意ください。

入院の場合

通院の場合

上記①及び②の要件を満たした上で、参加者証を医療機関に掲示すれば窓口
での自己負担額が１万円となります。(参加者証を窓口に掲示できない場合は、
一部負担金（３割等の金額）を支払い、後日、助成額の償還請求を神奈川県
がん・疾病対策課へ行ってください。)
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参加者証の申請に必要な書類

□ 肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業参加者証交付申請書
□ 臨床調査個人票及び同意書
□ 本人の加入医療保険及び限度額適用区分のわかる書類のコピー

必要な項目
□記号・番号・枝番 □氏名 □生年月日 □性別 □資格取得年月日 □被保険者
氏名または世帯主氏名 □本人・家族の別 □保険者番号 □保険者名 □適用区分
（75歳以上の２割負担の方は記載なしでも可）□負担割合（70歳以上の方）

●マイナ保険証の場合︓
・マイナポータルから確認できる「資格情報」画面を印刷したもの
・「資格情報のお知らせ」及び「限度額適用認定証または限度額適用・標準負担額減額認定証」
のコピー

●マイナ保険証でない場合︓
・「資格確認書」及び「限度額適用認定証または限度額適用・標準負担額減額認定証」のコピー
※「資格確認書」に「適用区分」が記載されている場合は、「資格確認書」のコピーのみで可
※ 保険者によっては、限度額適用認定証等の発行を廃止している場合があります。その場合は、
適用区分が記載された資格確認書を発行できるか加入されている保険者にご確認ください。

□ 本人の住民票
※ 個人番号（マイナンバー）を提供することで住民票の提出を省略できます。ご希望の方は、
様式「個人番号（マイナンバー）提供書」に記載のうえ、マイナンバー確認書類（マイナンバー
カード両面のコピー）を添えてご提出ください。

□ 医療記録票のコピー
□ 肝炎治療自己負担限度月額管理票のコピー
（B型ウイルス肝炎の核酸アナログ製剤治療について肝炎治療受給者証の交付を受けている方のみ必要
です。）

階層区分年齢区分

医療保険者が行う限度額適用認定又は限度額適用・標準負担額減額認定の所得額の適用区分
がエ又はオに該当する方

70歳未満

医療保険における一部負担金の割合が2割とされている方
※適用区分が「一般所得者」、「低所得者Ⅱ」、「低所得者Ⅰ」のいずれかに該当する方

70歳以上75歳未満

後期高齢者医療制度において一部負担金の割合が1割又は2割とされている方
※適用区分が「一般所得者」、「低所得者Ⅱ」、「低所得者Ⅰ」のいずれかに該当する方

75歳以上

対象の階層区分

65歳以上75歳未満であって後期高齢者医療制度に加入している者のうち、一部負担金の割合が1割又は2割とされ
ている方（適用区分が「一般所得者」、「低所得者Ⅱ」、「低所得者Ⅰ」のいずれかに該当する方）を含む。


